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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算

に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出（データの再照会に係る提

出も含む。）に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できな

いこと等とされているところである。

今般、別添の保険医療機関において、平成30年７月27日に提出すべき平成30年４月から６月分のデ

ータの提出に遅延等が認められたため、平成30年９月のデータ提出加算を算定することができないこ

とから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
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保険医療機関名 適用期間

医療法人道南勤労者医療協会道南勤医協函館稜北病院 041‐0853 北海道函館市中道2丁目51番1号

医療法人博愛会一関病院 021‐0884 岩手県一関市大手町3番36号

医療法人金上仁友会金上病院 981‐1505 宮城県角田市角田字田町123番地

医療法人友仁会松島病院 981‐0215 宮城県宮城郡松島町高城字浜1番地26

医療法人松尾会松尾病院 970‐8026 福島県いわき市平字愛谷町四丁目1-4

医療法人社団秀栄会所沢第一病院 359‐0024 埼玉県所沢市下安松1559-1

社会医療法人壮幸会行田総合病院 361‐0056 埼玉県行田市持田376番地

医療法人社団幸有会幸有会記念病院 262‐0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町77番地3

医療法人社団碩成会島田台病院 276‐0004 千葉県八千代市島田台887-7

医療法人鎗田病院 290‐0056 千葉県市原市五井899

医療法人福井愛育病院 910‐0833 福井県福井市新保2丁目301

社会医療法人加納岩加納岩総合病院 405‐0018 山梨県山梨市上神内川1309番地

みよし市民病院 470‐0224 愛知県みよし市三好町八和田山15番地

松下記念病院 570‐8540 大阪府守口市外島町5-55

医療法人医誠会茨木医誠会病院 567‐0028 大阪府茨木市畑田町11-25

医療法人豊旺会共立病院 547‐0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-14-13

医療法人春風会樫村病院 761‐0702 香川県木田郡三木町平木56番地7

医療法人健生会循環器科林病院 792‐0834 愛媛県新居浜市中西町6番46号

福岡大学西新病院 814‐8522 福岡県福岡市早良区祖原15番7号

独立行政法人国立病院機構長崎病院 850‐0835 長崎県長崎市桜木町6-41

医療法人朝日野会十善病院 860‐0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目6-34

医療法人回生会リハビリテーションセンター熊本回生会病院 861‐3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰1880

社会医療法人白光会白石病院 890‐0042 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目12番22号

医療法人はごろも会仲本病院 902‐0061 沖縄県那覇市古島1丁目22番地の1

医療法人おもと会大浜第一病院 900‐0005 沖縄県那覇市天久1000番地

住所

平成30年９月１日から
平成30年９月30日

別 添


